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1  世界の動き 
 

 1945 年（昭和 20 年）国際連合が成立し、憲章において基本的人権、人間の尊重

及び価値並びに男女同権についての信念を再確認し、1946 年（昭和 21 年）には「婦

人の地位委員会」を設置しました。 

また、世界における自由、正義及び平和を築くためにはすべての人々の基本的人権

の尊重が必要という考えから、1948 年（昭和 23 年）には「人権に関する世界宣言」

（「世界人権宣言」）が採択され、さらに、1967 年（昭和 42 年）には実質的な男女平

等を実現するため、「婦人に対する差別撤廃宣言」が採択されました。 

その後、国連は 1975 年（昭和 50 年）を「国際婦人年」と定め、メキシコシティで、

「国際婦人年世界会議」を開催し、「平等・開発・平和」をスロ－ガンに掲げ、女性

問題解決の指針となる「世界行動計画」を採択しました。 

行動計画では、男女平等の達成のため、「男女の伝統的な役割を変える必要性を認

識しなければならない」と性別役割分業の変革が示されました。 

また、国連は 1976 年（昭和 51 年）から 1985 年（昭和 60 年）までの 10 年間を「国

連婦人の 10 年」と宣言し女性の地位向上の取り組みが世界的規模で行なわれました。  

1979 年（昭和 54 年）国連において、「女子に対するあらゆる形態の差別に関する

条約」（「女子差別撤廃条約」）が採択され、「子の養育には、男女及び社会全体がと

もに責任を負うことが必要であること」や「社会及び家庭における男子の伝統的役割

を女子とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であること」等もうた

われました。 

翌 1980 年（昭和 55 年）コペンハ－ゲンでの「国連婦人の 10 年中間年世界会議」

では、今後各国が採るべき指針を示した、「国連婦人の 10 年後半期行動プログラム」

が採択され、「女子差別撤廃条約」の署名も行なわれました。1981 年には、「国連の

ILO（国際労働機関）が「男女労働者特に家庭的責任を有する労働者の機会均等及び

均等待遇に関する条約」（「ILO156 条約」）を採択しました。 

1985 年（昭和 60 年）には、ナイロビで「国連婦人の 10 年最終年世界会議」が開

催され、10 年間の成果の見直しと評価を行い、「婦人の地位向上のためのナイロビ将

来戦略」が採択されました。 

その後、1990 年（平成 2年）ウィ－ンで開かれた国連の第 34 回「婦人の地位委員

会」で、「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略の実施に関する第 1 回見直しと
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評価に伴う勧告及び結論」（「ナイロビ将来戦略勧告」）が採択され、1993 年（平成 5

年）ウィ－ンで開催された「世界人権会議」で「ウィ－ン宣言及び行動計画」が採択

され、特に「女性に対する暴力」が人権問題として公的に認知されました。 

また、1994 年（平成 6年）カイロで開かれた「国際人口開発会議」では、「性と生

殖に関する健康／権利」（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）という概念が提唱さ

れ、女性の人権の重要な一つとして認識されました。 

1995 年（平成 7 年）北京での「第 4 回世界女性会議」で「ナイロビ将来戦略」の

第 2回見直しと評価を行い、西暦 2000 年に向けて取るべき優先行動分野を定めた「行

動綱領」及び「北京宣言」が採択され、「北京宣言」の中では、女性のエンパワーメ

ント及び意識決定過程への参加」「女性の権利は人権であること」「男性と女性によ

る家族的責任の公平な分担と調和の取れたパ－トナ－シップの重要性」などがうたわ

れました。 また、「行動綱領」に基づき、各国が「国内行動計画」を策定すべきこ

とが求められました。 

2000 年（平成 12 年）には、国連特別総会「女性 2000 年会議」がニュ－ヨ－クで

開かれ、北京行動綱領の見直しと評価を行い、女性への暴力防止・グローバル化によ

る男女格差の解消などがうたわれた「成果文書」が採択されました。 
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2 日本の動き 

戦後まもない 1946 年（昭和 21 年）、第 22 回総選挙にて、婦人参政権が初めて行使

され、人権の尊重の理念に基づく両性の本質的平等を保障する「日本国憲法」が公布

されました。その後、国際婦人年を契機とする世界的な動きの中、1975 年（昭和 50

年）、内閣総理大臣を本部長とする「婦人問題企画推進本部」が設置され、1977 年（昭

和 52 年）には、「世界行動計画」を受けて「国内行動計画」を策定し、以後 10 年間

に女性の地位向上に向けて取組む施策の方向づけをしました。 

1980 年（昭和 55 年）には、「国連婦人の 10 年中間年世界会議」で「女子差別撤廃

条約」に署名し、1981 年（昭和 56 年）には、「国内行動計画」の目標達成のため「国

内行動計画後期重点目標」を策定しました。 

また、「女子差別撤廃条約」の批准に向けて、1984 年（昭和 59 年）には、「国籍法」

「戸籍法」の改正、1985 年（昭和 60 年）には「雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」（「男女雇用機会均等

法」）の制定など、国内法制度を整備し、同年、「女子差別撤廃条約」を批准しました。

その後、「ナイロビ将来戦略」を受け、1987 年（昭和 62 年）に「男女共同参加型社

会」の形成を目指した「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画」が策定され、さら

に 1991 年（平成 3 年）に「ナイロビ将来戦略勧告」の趣旨に沿って新国内行動計画

の第一次改定が行なわれ、「社会のあらゆる分野へ男女が平等に共同して参画するこ

とが不可欠である」という認識で、「共同参加」を「共同参画」に改め、男女共同参

画社会の形成を目指すことになりました。 

また、子を養育する男女労働者の雇用の継続を図るため、1992 年（平成 4 年）に

「育児休業等に関する法律」が、翌 1993 年（平成 5 年）にはパ－トタイム労働者の

雇用改善を事業主の努力義務として定めた「短時間労働者の雇用管理の改善等に関す

る法律」（「パ－トタイム労働法」）が施行され、就労における法制度を整備しました。     

 1993 年（平成 5年）から中学校における家庭科の男女共修が完全実施され、続 

いて 1994 年（平成 6年）から高校家庭科の男女共修が始まりました。 

急速に進む社会の高齢化に伴い、介護休業制度の必要性が高まり、1995 年（平成 7

年）には、「育児休業等に関する法律」を大幅に改定する法律（「育児休業等に関する

法律の一部を改正する法律」）が施行され、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律」（「育児・介護休業法」）が成立し、一部が施行さ
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れ、同年「ILO156 号条約」を批准しました。なお、1997 年（平成 9 年）には「男女

雇用機会均等法」の「募集・採用、配置・昇進等の女性差別の廃止」を「努力義務」

から「禁止規定」に、母性健康管理を「努力義務」から「義務化」にするなどの改正

がされ、同時に「労働基準法」も、女性の時間外・休日労働、深夜業等の就業規制の

解除などの改正がされました。これらの改正は、母性健康管理など一部は翌年から施

行され、1999 年（平成 11 年）4月より完全施行されました。また、「育児・介護休業

法」も同時に完全施行され、就業環境も大きく変化しています。このような中、1994

年（平成 6 年）、内閣総理大臣を本部長、全閣僚を本部員とする「男女共同参画推進

本部」を設置し、その諮問機関として、「男女共同参画審議会」を設置しました。「男

女共同参画審議会」では、第 4回世界女性会議の成果を踏まえ、1996 年（平成 8年）

7月、目指すべき男女共同参画社会について明らかにした「男女共同参画ビジョン」

を答申し、男女共同参画社会について、その定義、理念、目標を明らかし、その実現

についてわが国の経済、社会の変化を踏まえつつ、おおむね 2010 年までを念頭に目

指すべき方向とそれに至る道筋を示しました。これを受けて、「男女共同参画 2000

年プラン－男女共同参画社会の形成の促進に関する平成 12 年（西暦 2000 年）までの

国内行動計画－」が策定され、ビジョン、プランで提言された、男女共同参画社会の

実現を促進するための基本的な法律「男女共同参画社会基本法」が 1999 年（平成 11

年）6月に公布・施行されました。 

2000 年（平成 12 年）9月には男女共同参画審議会が 2010 年までを念頭に置いた男

女共同参画基本計画の策定にあたっての基本的な考え方」と題する答申が提出され、

今後の施策の基本的方向と具体的な取組について取りまとめたものであり、この答申

に基づき基本計画が策定されました。 

2001 年（平成 13 年）1月、新しく設置された内閣府に、重要政策に関する会 

議の一つとして「男女共同参画会議」を、併せて内部部局として「男女共同参画局」

を設置しました。また、同年 4 月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」が成立しました。 
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3 大分県の動き 

 大分県では、世界や国の動きを受け、女性行政の担当窓口として、1978 年（昭和

53 年）4月に「青少年婦人室」を設置し、1980 年（昭和 55 年）には「青少年婦人課」

（1990 年〔平成 2年〕女性青少年課へ名称変更）へ改組しました。  

また、1978 年（昭和 53 年）8 月、庁内組織として副知事を長とする「大分県婦人

行政企画推進会議」（1990 年〔平成 2年〕大分県女性に関する懇話会、1999 年〔平成

11 年〕大分県男女共同参画懇話会へ名称変更）を発足させ、女性行政の推進体制を

整備しました。 

1980 年（昭和 55 年）、女性の地位と福祉の向上を目標に掲げた「婦人の明日を 

ひらく－県内行動計画」を策定しました。この計画では、女性の課題が県民生活のあ

らゆる領域にわたり、日常生活に深く根ざしていることから、これらの問題を明確に

し、女性自らが取り組んでいけるよう女性のライフサイクルを 4つのライフステージ

に分け、ステージ毎に課題を体系づけ、人材育成や情報提供、意識啓発に努めました。 

1991 年（平成 3年）、21 世紀に向けての大分県の女性の基本指針である「おおいた

女性プラン 21」を策定しました。この計画では、男女平等と個人の尊厳を基本理念

とし、男女共同参加型社会の実現を目標に、人材育成、啓発等を引き続き行なうとと

もに、根強い性別役割分担意識の解消や女性の多様な生き方を支える社会的条件の整

備を目指した背策を展開していきました。 

1999 年（平成 11 年）に策定した大分県長期総合計画「おおいた新世紀創造計画」

の中で、男女共同参画社会の到来を時代の潮流と位置づけ、「男女共同参画社会の実

現」を明記しました。 

2001 年（平成 13 年）、男女共同参画社会基本法に基づく「おおいた男女共同参画

プラン」を策定しました。この計画では、男女共同参画社会の実現を総合目標に、男

女平等と人権の尊重を基本理念とし、男女平等をめぐる意識変革、男女の人権の尊重、

男女共同参画実現のための環境整備を三つの柱に各種施策を推進することとしてい

ます。 

さらに同年 4月には、この計画を総合的かつ効果的に推進するため、知事を本部長

とする大分県男女共同参画推進本部を発足させました。2002 年（平成 14 年）に、男

女共同参画を推進するための基本理念や県、県民及び事業者の責務、県の基本的施策

等を定めた「大分県男女共同参画推進条例」を制定いたしました。 
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4 別府市の動き 

 別府市における女性問題への取り組みは、1970 年（昭和 45 年）4 月に女性が主体

性をもって充実した生き方ができるよう、その能力と適性を磨くための事業を実施す

るとともに、女性のための生涯学習を推進する場として「別府市婦人会館なでしこ」

が開設されたことに始まります。 

1988 年（昭和 63 年）には中央公民館で女性の視点で家庭や地域の問題などについ

て学習する「婦人学級」を開催いたしました。しかしながら、あくまでも社会教育の

範囲内での事業展開であり、「女性行政」という観点からおこなわれていたわけでは

ありませんでした。その後、女性問題が社会的な問題として関心が高まる中、1994

年（平成 6年）4月、教育委員会社会教育課に女性行政担当窓口を設置し、女性の地

位向上と社会参加への啓発活動を推進してまいりました。 

1996 年（平成 8年）3月に第 1回の「女性フォ－ラム（平成 9年度より男女共生フ

ォーラムに改称）」を開催し、以降市民意識の高揚を図ってきました。 

1996 年（平成 8 年）～1997 年（平成 9 年）度には市内の各種女性団体による「女

性の社会参加支援特別推進事業」（文部省の補助事業）を実施し、女性団体の育成に

努めてきました。  

1998 年（平成 10 年）5月には、「別府市教育委員会女性行政推進委員会」を設置し、

女性問題についての総合的な施策の推進を図るため、調査・検討を行ってきました。 

また、同年 12 月には市議会において、議員提出議案である「男女平等基本法の制定

を求める意見書」が可決され、内閣総理大臣及び総務庁長官へ提出いたしました。  

 その後、2000 年（平成 12 年）4 月に、女性行政担当窓口が機構改革により、企画

財政部企画調整課へ移管され、男女共同参画プランの策定にとりかかりました。 

 同年 11 月には市民 1,000 人を対象とした「男女共同参画社会づくりのための市民

意識調査」を行い、市民意識の実態を把握するとともに、プラン策定の資料としまし

た。 

2001 年（平成 13 年）8月には学識経験者や市民の代表者などからなる「別府市 

男女共同参画推進懇話会」を設置し、別府市総合計画に基づいた「男女共同参画プラ

ン」の検討を重ね、2002 年（平成 14 年）2 月に提言を受け、この「別府市男女共同

参画プラン」を策定いたしました。 
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▼別府市の人口・世帯の推移 (単位：人、%)            （別府市統計書より） 

  昭和 60 年  平成２年  平成７年  平成 12 年 

 世 帯 数  ４８,８４４ ４９,８１４ ５１,４５３ ５２,８７７

総 数 １３４,７７５ １３０,３３５ １２８,２５５ １２６,５２３

女 性  ７４,０２２  ７１,９０３  ７０,８７９  ６９,６１８人口 

男 性  ６０,７５３  ５８,４３１  ５７,３７６  ５６,９０５

 

▼別府市の項目別人口の推移 (単位：人、%)            （別府市統計書より） 

  昭和 60 年  平成２年  平成７年  平成 12 年 

人 口 総 数      １３４,７７５ １３０,３３４ １２８,２５５ １２６,５２３

年少人口 
（０～１４歳） 

２６,０２０ ２１,０５９ １８,０３７ １６,２０３

生産年齢人口 
（１５～６４歳） 

９１,３３２ ８８,７０９ ８５,６５３ ８１,５８９

老齢人口 
（６５歳以上） 

１７,４２３ ２０,４４１ ２４,５４７ ２８,５５６

高 齢 化 率      １２．９３  １５．６８ １９．１４  ２２．５８

 

▼別府市の家族類型別世帯数 (単位：世帯)             （別府市統計書より） 

 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 

世 帯 総 数        ４８,６３７  ４９,５２６  ５１,２７４  ５２,５７９

夫 婦 の み        ８,６８１   ９,７９１  １０,９７２  １１,３８６

夫婦と子供        １５,９４０  １４,８７９  １４,００８  １３,２７３

男親と子供          ４７６    ５０４    ５１０    ５１１

女親と子供         ３,４８１   ３,５９９   ３,８１２   ４,０８９

そ の 他         ６,２０４   ５,６３７   ５,３６３   ４,６８７

単 独 世 帯        １３,８５５  １５,０９８  １６,６０９  １８,３０６
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▼別府市の出生数及び出生率 （単位：人、%）              （保健所報より） 

 平成７年 平成８年 平成９年 平成 10 年 平成 11 年 平成 12 年

 

出生数 
 

１,１０２ １,０５８ １,０３１ １,０１５  ９８７ １,０３５

 

出生率 
 

 ８．６  ８．３  ８．１  ８．０  ７．８  ８．３

 

▼合計特殊出生率  （単位：%）                   （保健所報より） 

 

 

 

平成７年 

 

 

平成８年 

 

平成９年 

 

平成 10 年

 

平成 11 年 

 

平成 12 年

 

別 府 市     

 

１．３２ １．２９ １．２５ １．２３ １．１９ １．２４

 

大 分 県     

 

１．６３ １．５９ １．５３ １．５２ １．４９ １．５１

 

全  国 

 

１．４２ １．４３ １．３９ １．３８ １．３４ １．３５

 

◆ 合計特殊出生率 

  15 歳から 49 歳（再生産年齢）の女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性

 が再生産年齢を経過する間に、その年の年齢別特殊合計出産率に基づいて子どもを産ん

 だと仮定した場合の平均出生児数です。   

  合計特殊出生率は、昭和 40 年代はぼ 2.10 台で推移していましたが、50年に 2.00 を

 下回ってから低下を続け、平成 11 年は史上最低の 1.34 になりました。 
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